第１７号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
奈良県　　　　保健所長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
診療用放射線照射器具設置届
医療法第１５条第３項（医療法施行規則第27条第1項、第2項）の規定により次の通り届け出ます。
	病　院
	名称

	                           　 （開設者名：　　　　　　　　　　　　　　　）

	診療所

	所在地

	〒
電話　　　　（　　）　　　　

	設置日

	　　　　年　　　　月　　　　日



Ⅰ　概要
Ⅱ　診療用放射線照射器具等に関すること
Ⅲ　診療用放射線照射器具使用室等に関すること
Ⅳ　貯蔵施設等に関すること
Ⅴ　運搬容器等に関すること
Ⅵ　放射線診療従事者に関すること
Ⅶ　治療病室等に関すること
添付書類
上記施設等の詳細図（管理区域の明示・隣接室名・上下室名・線源と画壁との距離・画壁の鉛当量・管理区域の標識・使用中の表示・注意事項の標識の掲示した位置等が明記されたもの）
診療用放射線照射装置使用室等線量測定結果（使用条件等記載）等
遮蔽計算書
Ⅰ　概要
	　種　類
	　販　売　元
	　使用室名
	 　　備考

	
	
	
	

	
	
	
	


Ⅱ　診療用放射線照射器具等に関すること（則２７－１、則２７－２）
	診療用放射
線照射器具

	形　式
	則２７条第１項第２号
	
	
	

	
	個　数
	則２７条第１項第２号
	
	
	

	
	同位元素種類
	則２７条第１項第２号
	
	
	

	
	半減期
	則２４条第１項第４号
	
	
	

	
	数　量
	則２７条第１項第２号
	           Bq
	            Bq
	            Bq

	
	本年使用予定数量
	則２７条第２項第１号
	           Bq
	            Bq
	            Bq

	
	最大貯蔵予定数量
	則２７条第２項第２号
	           Bq
	            Bq
	            Bq

	
	１日最大使用予定数量
	則２７条第２項第２号
	           Bq
	            Bq
	            Bq


Ⅲ　診療用放射線照射器具使用室等に関すること（則２７－３）
	使
用
室
の
障
害
防
止
の
構
造
設
備
お
よ
び
予
防
措
置

	室名
	

	
	則３０条の７第１項第１号

	周囲の画壁
	天井
	

	
	
	
	床
	

	
	
	
	周囲の壁
	

	
	
	
	出入口扉
	

	
	
	
	防護の省略部分
	有・無

	
	
	画壁の外の線量
	

	
	則３０条の７第１項第２号
	出入口
	　　箇所

	
	則３０条の７第１項第３号
	使用室である標識
	有・無

	
	則３０条の１３

	患者注意
従事者注意
	有（　　　　　　　　　）・無
有（　　　　　　　　　）・無

	
	管理区域

	則３０条の１６第１項
則３０条の１６第３項第１号

	管理区域の場所
管理区域の標識
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	管理区域以外の外部放射線量
	

	
	
	則３０条の１６第２項
	立ち入り制限
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	則３０条の１７
（則30条の26第４項）
	敷地の境界等における防護
	

	
	則３０条の１９
	入院患者の被曝防止
	

	
	 放射線診療従事者等の被曝  防止
　則３０条の１８第１項
　則３０条の１８第２項
	被曝防止

	

	
	
	被曝線量測定

	

	
	則３０条の１４第１項

	特別な理由
	

	
	
	管理体制
	責任者

	職種
	氏名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	組織図
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	
	紛失防止の設備
	


Ⅳ　貯蔵施設等に関すること（則２７－３、則３０－９）
	   貯
   蔵
   施
   設
   等
   の
   障
   害
   防
   止
   に
   関
   す
   る
   構
   造
   設
   備
   及
   び
   予
   防
   措
   置
   の
   概
   要

	　　　　室　名
	

	
	則３０条の９第１項第１号

	貯蔵箱
	有・無

	
	
	周
囲
の
隔
壁
等
	天井
	

	
	
	
	床
	

	
	
	
	周囲の画壁
	

	
	
	
	出入口扉
	

	
	
	
	防護の省略部分

	有・無


	
	則３０条の９第１項第３号
則３０条の９第１項第４号
	貯蔵室等構造
	

	
	
	防火戸
	有・無

	
	
	耐火構造の貯蔵箱
	有・無（　　　　　　　　　　）

	
	則３０条の９第１項第２号
	画壁の外の線量
	

	
	則３０条の９第１項第５号
	出入口
	　　箇所

	
	則３０条の９第１項第６号
	閉鎖の設備
	有・無

	
	則３０条の９第１項第７号
	貯蔵施設の標識
	有・無

	
	則３０条の９第１項第８号

	貯蔵容器
	有・無

	
	
	遮蔽能力
	

	
	
	気密な構造
	有・無（　　　　　　　　　　）

	
	
	材質
	有・無（　　　　　　　　　　）

	
	
	貯蔵容器の標識
          種類
　　　　　数量
	有・無

	
	
	
	有・無

	
	
	
	有・無

	
	則３０条の９第１項第９号
	汚染防止
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	則３０条の１３

	患者注意
従事者注意
	有（　　　　　　　　　）・無
有（　　　　　　　　　）・無

	
	管
理区域

	則３０条の１６
則３０条の２６第３項第１号

	管理区域の場所
管理区域の標識
	有・無

	
	
	
	管理区域以外の外部放射線量
	

	
	
	則３０条の１６第２項
	立ち入り制限
	有・無

	
	則３０条の１７
（則30条の26第４項）
	敷地境界等における防護
	

	
	則３０条の１９
	入院患者の被曝防止
	

	
	放射線診療従事者等の被曝防止
則３０条の１８第１項
則３０条の１８第２項

	被曝防止

	

	
	
	被曝線量測定

	


Ⅴ　運搬容器等について（則３０－１０）
	運搬容器の障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要

	運搬容器

	制作者名
	

	
	
	形式
	

	
	
	保管場所
	

	
	則３０条の９第１項第８号

	遮蔽能力
気密な構造
材質
貯蔵容器の標識

	有（　　　　　　　　　）・無
有（　　　　　　　　　）・無
有（　　　　　　　　　）・無
種類　有（　　　　　　）・無
数量　有（　　　　　　）・無


Ⅵ　放射線診療従事者に関すること
	氏名
（生年月日）
	職種

	エックス線診療に関する経歴
（資格取得年月日及び免許証番号等）

	
	
	


Ⅶ　治療病室等に関すること（則２７－１、則３０－１２）
	及 治
び 療
予 病
防 室
措 等
置 の
の 障
概 害
要 防
   　止
     に
     関
     す
 　  る
     構
     造
     設
     備

	放

射

線

治

療

病

室
	室　名
	

	
	
	則３０条の８
(則３０条の７の３第１項第６号)

	天井
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	床
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	周囲の画壁
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	則３０条の８
(則３０条の７の３第１項第７号)

	天井
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	床
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	周囲の画壁
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	則３０条の８
(則３０条の７の３第１項第８号)

	汚染の検査

	有（　　　　　　　　　　）・無
測定器
制作者
形式番号


	
	
	
	汚染の除去
	有（　　　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	洗浄設備
	有（　　　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	更衣施設
	有（　　　　　　　　　　　）・無

	
	
	則３０条の１２第１項第１号
	画壁の外の線量
	

	
	
	則３０条の１２第１項第２号
	標識
	有（　　　　　　　　　　）・無

	
	
	則３０条の１３
	患者注意
従事者注意
	有（　　　　　　　　　　　）・無
有（　　　　　　　　　　　）・無

	
	特

別

措

置

病

室
	室　名
	

	
	
	則３０条の１２第２項第１号
	画壁の外の線量
	

	
	
	則３０条の１２第２項第２号
	注意事項の掲示
	有・無

	
	
	則３０条の１２第２項第３号
	壁
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	床
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	その他
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	
	則３０条の１２第２項第３号
	汚染の検査
	有（　　　　　　　　　）・無
測定器
制作者
形式番号

	
	
	
	汚染の除去
	有（　　　　　　　　　）・無

	
	
	
	作業衣
	有・無

	
	則３０条の１５第１項
	入院制限
	

	
	則３０条の１５第２項
	入院制限
	

	
	管理区域

	則３０条の１６
則３０条の26第３項第１号

	管理区域の場所
管理区域の標識
	有・無

	
	
	
	管理区域以外の外部放射線量
	

	
	
	則３０条の１６第２項
	立ち入り制限
	有・無

	
	則３０条の１７
（則30条の26第４項）
	敷地境界等における防護
	

	
	則３０条の１９
	入院患者の被曝防止
	

	
	則３０条の２０第２項第２号

	治療している患者の標識
	

	
	　放射線診療従事者等の被　曝防止
　則３０条の１８第１項
　則３０条の１８第２項
	被曝防止

	

	
	
	被曝線量測定

	


